
仁礼地域の公民館から発信する 

４ 月 

発行：仁礼コミュニティセンター 

TEL.026-245-8118（平日 8:30-16:30） 

✉ c-nirei@city.suzaka.nagano.jp 

 

仁礼地域の人口  6町人口 4,184人  （-3） 

世 帯 数 1,698世帯 （+1） 

※前月比 
【2026年３月１日現在】 

    Instagram で活動内容を発信中☺ 

４月の行事    

狂犬病予防注射 ～仁礼コミ会場～ 

 日時：４月14日(火)11:15～11:30 

    ５月10日(日)11:30～11:50 

    ６月 ７日(日)10:30～10:50 

 場所：仁礼コミュニティセンター 

     正面玄関前 

 持ち物： 

 ①市から郵送された予防注射お知らせハガキ 
  ※未登録の方は、ハガキ不要。登録手数料 3,000 円

を添えて会場でご登録ください。 

 ②注射料金・注射済票手数料 3,600 円 

詳細は、須坂市ホームページでご確認ください 
 

３日(金) 仁礼保育園入園式  

６日(月) 仁礼小学校・東中学校入学式  

29日(水・祝) 昭和の日  

   

５月の行事   

3 日(日・祝) 憲法記念日  

4 日(月・祝) みどりの日  

5 日(火・祝) こどもの日  

19日(火) 仁礼CC 利用者説明会  

【お知らせ】 

４月から事務所が仁礼コミュニティセンターに戻り

ました。ご用の方は、こちらへお願いいたします。 

（印刷機は入替えの為、６月までありません） 

 

仁礼コミュニティセンター・老人福祉センターくつろぎ荘 
利用者説明会を開催します  

   当館のご利用を予定されている方は、ご参加をお願いいたします。 

   当日、ご都合のつかない場合は、職員在席時間にご連絡の上、お越しください。 

   （職員在席時間 平日 8:30～17:00  ℡.026-245-8118） 

   開催日時  

  ● 仁礼コミュニティセンター     ５月 19日(火)午前 10:00～11:30 

  ● 老人福祉センターくつろぎ荘   ５月 19日(火)午後 13:30～15:00 

   場  所  

   仁礼コミュニティセンター ２階 会議室 

   内  容  

  ・2026年 7月 1日より新しくなる利用方法について 

  ・使用許可申請書の提出 ※当日会場でご記入・ご提出ください 

  ・施設使用減免申請書の提出（サークル活動等の場合） 

  ・説明会の前後は、各お部屋をご覧いただけます 
 

  

 

    

   

2026 



仁礼コミュニティセンター・くつろぎ荘 

利用方法について Q＆A 

質  問 回   答 

どんな人が使えますか 以下に記載する場合以外は、どなたでもご利用いただけます 

●使用できない場合 

 ⑴ 物品・サービスの販売のみを目的とした活動（展示販売・貴金属

の買取等） 

 ⑵ 企業の広告、宣伝のみを目的とした活動（製品の展示説明・試食・

試飲等を含む） 

 ⑶ 特定の政党その他政治団体による、政策目的を実現するための集

会 

   同団体の構成員による会議 

 ⑷ 公私の選挙に際し、特定の政党又は候補者を支持するための運動、

集会の開催 

 ⑸ 宗教団体が信者または一般に呼びかけ、布教・儀式の開催や信者

の育成等の宗教活動を行う場合 

 ⑹ 飲酒・飲食のみを目的とした内容と認められるとき 

 ⑺ その他、市長及び教育委員会が適当でないと認めるとき 

料金は掛かりますか 以下の３項目で該当する場合、お支払いください 

① 施設使用料 

・趣味等を目的としたサークル活動の場合は掛かりません（無料） 

 （「須坂市公民館減免申請書」をご提出ください） 

・指導者自らが指導料を徴収する場合等は、部屋毎に決められた

料金が掛かります。（1時間200円～1,500円） 

・市民以外の方は、上記の1.5倍を徴収します。 

② 冷暖房料 

・使用する際は、部屋毎に決められた料金が掛かります。 

 （1時間100円～300円） 

・各部屋にある「コインBOX」へ直接100円硬貨を入れてご使用

ください。 

③ ガス使用料（調理実習室のみ） 

・ガスを使用する場合、１台（１テーブル）１時間100円掛かり

ます。 

※①③の支払いは、現金にて職員へお支払いの上「納入通知書」を

お受け取りください。 

利用できる日時は ・午前 9:00～午後 10:00 まで利用可能です 

 （平日の午前 8:30～午後 5:15は職員が在席しています） 

・年末年始休業（通常 12/29～1/3）と施設管理日等で休

館となる日があります 

必要な手続き・流れは ① 「須坂市地域公民館使用許可申請書」または、 

  「須坂市老人福祉センター使用許可申請書」を提出 

⇩ 

② 許可されたら、「須坂市公共施設予約システム」で使いた

い日時を予約申込み 

 ※最初にシステムの「利用登録」を行なう必要があります 

⇩ 

③ ②に登録したメールアドレスへ、承認メールが届く 

  （夜間、土日祝日に必要な鍵番号もこのメールに届く） 

＊新規の方は、お電話または来館にてご連絡ください＊ 

 


